
で
き
て
い
る

ほ
ぼ
で
き
て
い

る で
き
て
い
な
い

こ
と
が
多
い

全
く
で
き
て
い

な
い

利用者等の状況に係る情報の随時更
新・共有のための環境整備

8 利用者等の状況について、（個人情報管
理に配慮した上で）必要に応じて関係者
間で迅速に共有できるよう工夫されてい
る

〇
既存の記録ソフト以外
にSNSを活用した情報
共有を実施している。

職員の安全管理 9 サービス提供に係る職員の安全確保や
災害時の緊急体制の構築等のため、事
業所においてその具体的な対策が講じら
れている（交通安全、夜間訪問時の防犯
対策、災害時対応等）

〇

移動用の社用車に、
運転状況を把握できる
通信機器を設置し、安
全運転をチェックできる
ようにしている。

利用者等に係る安全管理 10 事業所において、利用者等に係る個人情
報の適切な取り扱いと保護についての具
体的な工夫が講じられているとともに、管
理者や職員において共有されている

契約時に、個人情報に
関する説明を必ず説明
している。

11 利用者等の一日の生活リズムに着目し
た、アセスメントが提案されている 〇

在宅での生活リズムに
合わせた時間帯の調
整。12 介護・看護の両面からのアセスメントが適

切に実施され、両者の共有、つき合わせ
等が行われている

〇
状況に応じて都度訪看
との連絡調整を実施
し、
連携を図っている。13 利用者の心身機能の維持回復に軸足を

置いた計画の作成が志向されている 〇
残存能力の活用と重度
化防止を重視している。

14 重度化しても医療依存度を高め過ぎない
よう、利用者の今後の変化を予測し、先
を見越した適切なリスク管理を実現する
ための、「未来志向型」の計画の作成が
志向されている

〇

本人・家族の意向に
沿って、在宅での生活
が少しでも長くできるよ
う計画している。

（５） 安全管理の徹底

Ⅱ　過程評価 （Process）
１．利用者等の特性・変化に応じた専門的なサービス提供
（１） 利用者等の状況把握及びアセスメントに基づく計画の作成
利用者等の24時間の暮らし全体に着
目した、介護・看護両面からのアセス
メントの実施

利用者の心身の機能の維持回復や在
宅生活の継続に軸足を置いた「未来
志向型」の計画の作成

（４） 適切な情報提供・共有のための基盤整備
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